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二
〇
一
一
年
に
発
表
さ
れ
た
、
世
界

保
健
機
関
と
世
界
銀
行
の
『
障
害
者
に

関
す
る
世
界
報
告
』
で
は
、
世
界
人
口

の
一
五
％
が
障
害
者
で
あ
る
と
推
計
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
半
数
を
占

め
る
で
あ
ろ
う
女
性
障
害
者
の
存
在
は
、

開
発
過
程
に
お
い
て
障
害
問
題
の
主
流

化
が
意
識
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の

強
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て

も
、
不
可
視
化
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
特
集
で
は
、
ア
ジ
ア
の
女
性

障
害
者
に
焦
点
を
当
て
、
各
国
に
お
け

る
女
性
障
害
者
の
人
権
課
題
な
ら
び
に

政
府
と
障
害
当
事
者
の
取
り
組
み
を
み

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
女
性
障
害
者
の
課
題
を
俯
瞰
す
る

た
め
に
、
国
連
で
の
問
題
認
識
を
紹
介

す
る
。

●�

障
害
者
権
利
条
約
に
お
け
る
位

置
づ
け

　

国
連
障
害
者
権
利
条
約
の
採
択
に
よ

り
、
障
害
者
の
人
権
に
関
す
る
国
際
社

会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
ま
と
ま
り
、
障

害
分
野
に
お
い
て
も
権
利
に
基
づ
く
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
開
発
枠
組
み
が
整
っ

た
。
条
約
は
、
一
般
原
則
に
お
い
て
男

女
の
平
等
を
謳
う
と
と
も
に
、
独
立
し

た
条
文
を
設
け
、
締
約
国
が
、
女
性
障

害
者
の
「
複
合
差
別
」
を
認
識
し
、
す

べ
て
の
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
、
な
ら
び
に
、
能

力
開
発
な
ど
自
律
的
な
意
思
決
定
力
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
よ
う
求

め
た
（
第
六
条
）。
障
害
者
と
非
障
害

者
と
の
格
差
に
加
え
て
、
男
性
障
害
者

と
女
性
障
害
者
と
の
間
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
格
差
が
生
じ
、
そ
れ
を
特
記
す
る
必

要
性
が
あ
る
ほ
ど
問
題
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
と
の
認
識
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
個
別
条
文
は
、
女
性
障
害
者

の
問
題
の
可
視
化
に
貢
献
す
る
も
の
の
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
認

識
か
ら
、
ツ
イ
ン
・
ト
ラ
ッ
ク
・
ア
プ

ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
、
ほ
か
の
条
文
で

も
女
性
障
害
者
や
性
別
に
言
及
が
な
さ

れ
た
。

●�

障
害
者
権
利
委
員
会
で
の
議
論

　

国
連
の
人
権
諸
条
約
は
、
当
該
条
約

の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
、
締
約
国
か

ら
の
報
告
の
審
査
や
一
般
的
な
性
格
を

有
す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す

る
委
員
会
を
設
け
て
い
る
。
障
害
者
権

利
条
約
の
も
と
で
も
委
員
会
が
設
置
さ

れ
、
二
〇
一
五
年
の
第
一
四
会
期
で
、

第
六
条
「
障
害
の
あ
る
女
子
」
に
関
す

る
一
般
的
意
見
の
検
討
を
行
い
、
そ
の

草
案
が
公
表
さ
れ
た
（CRPD

/C/14/
R.1

）
⑴
。

　

草
案
に
よ
る
と
、
障
害
者
権
利
委
員

会
は
こ
れ
ま
で
の
観
察
の
結
果
、
女
性

障
害
者
の
人
権
保
護
に
つ
い
て
三
つ
の

主
要
な
課
題
が
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら

は
、
①
女
性
障
害
者
に
対
す
る
暴
力
、

②
女
性
障
害
者
の
母
性
と
育
児
の
権
利

小
林 

昌
之

特
集
に
あ
た
って

を
含
む
性
と
生
殖
に
関
す
る
権
利

（sexual and reproductive rights

）

に
対
す
る
制
約
、
③
女
性
障
害
者
に
対

す
る
交
差
的
差
別
で
あ
る
。

　

と
く
に
、
女
性
障
害
者
が
直
面
す
る

交
差
的
差
別
は
、
多
重
な
差
別
の
形
態

で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
層
に

基
づ
き
複
数
の
形
の
差
別
が
交
差
し
て
、

二
重
の
差
別
や
三
重
の
差
別
で
あ
る
と

描
写
す
る
だ
け
で
は
正
し
く
理
解
で
き

な
い
独
特
な
形
の
差
別
を
生
み
出
す
も

の
で
あ
る
。
女
性
障
害
者
は
、
男
性
障

害
者
と
比
べ
て
、
強
制
不
妊
手
術
な
ど

に
よ
り
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ

を
侵
害
さ
れ
、
後
見
人
制
度
の
も
と
に

お
い
て
法
的
能
力
を
剥
奪
さ
れ
や
す
く
、

こ
れ
ら
は
障
害
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
交
差

を
理
由
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
法
律
や

条
約
は
、
通
常
、
一
つ
の
局
面
の
み
に

焦
点
を
当
て
て
お
り
、
条
約
で
は
障
害

者
権
利
条
約
が
初
め
て
複
合
的
差
別
を

明
示
し
た
と
記
す
。

●�

女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
お
け
る

位
置
づ
け

　

女
性
障
害
者
の
一
方
の
属
性
で
あ
る

「
女
性
」
に
関
し
て
は
、
一
九
七
九
年

の
女
子
差
別
撤
廃
条
約
を
核
と
し
て
、

国
連
の
主
要
議
題
の
一
つ
と
な
っ
て
き

た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
が
国
連
に
お
い
て

採
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性

障
害
者
を
含
め
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
女

性
や
複
合
差
別
に
関
す
る
言
及
も
増
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
女
子
差
別
撤
廃

条
約
の
条
文
自
体
に
は
、
女
性
障
害
者

に
言
及
す
る
規
定
は
な
い
も
の
の
、
女

子
差
別
撤
廃
条
約
の
委
員
会
は
、
特
別

な
生
活
状
況
に
お
い
て
、
二
重
の
差
別

を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
女
性
障
害
者

に
対
す
る
憂
慮
を
示
し
、
一
九
九
一
年

に
、
女
性
障
害
者
の
情
報
提
供
を
求
め

る
一
般
勧
告
を
出
し
た
（
一
般
勧
告
第

一
八
号
）。

　

同
委
員
会
は
ま
た
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ

ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
勧
告
に

お
い
て
、
女
性
障
害
者
の
複
合
差
別
の

可
能
性
を
示
唆
し
た
（
一
般
勧
告
第
二

五
号
）。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
二
〇
一

〇
年
の
締
約
国
の
主
要
義
務
に
関
す
る

勧
告
に
お
い
て
、
締
約
国
が
、
女
性
に

対
す
る
複
合
差
別
の
存
在
を
認
め
、
差

別
の
発
生
防
止
の
た
め
に
、
前
述
の
暫

定
的
特
別
措
置
な
ど
を
と
る
こ
と
を
求

め
（
一
般
勧
告
第
二
八
号
）、こ
れ
以
降
、

複
合
差
別
の
問
題
は
徐
々
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

●�

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
地
域
の
取
り
組
み

　

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
地
域
で
は
、
第
一
次
ア

ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
一
〇
年
の
中
間

レ
ビ
ュ
ー
の
前
後
か
ら
、
女
性
障
害
者

の
問
題
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き

た
。
こ
の
こ
と
は
女
性
障
害
者
の
重
要

課
題
と
し
て
、
複
合
差
別
、
虐
待
の
リ

ス
ク
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ツ
、

運
動
団
体
へ
の
参
加
な
ど
の
具
体
的
な

例
示
が
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。

　

二
〇
一
二
年
に
採
択
さ
れ
た
「
ア
ジ

ア
太
平
洋
障
害
者
の
『
権
利
を
実
現
す

る
』
イ
ン
チ
ョ
ン
戦
略
」
は
、
障
害
者

の
な
か
に
も
、
過
小
代
表
と
し
て
周
縁

化
さ
れ
て
い
る
障
害
者
グ
ル
ー
プ
が
存

在
す
る
と
し
て
、
障
害
の
あ
る
少
女
・

少
年
、
障
害
の
あ
る
女
性
を
含
め
、
多

様
な
障
害
者
グ
ル
ー
プ
を
例
示
し
、
す

べ
て
の
グ
ル
ー
プ
が
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
謳
う
。
そ
し
て
、

目
標
の
一
つ
と
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
の
保

障
」（
目
標
六
）
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ

こ
で
は
、
開
発
や
政
策
決
定
へ
の
平
等

な
参
加
と
と
も
に
、
暴
力
・
虐
待
か
ら

の
保
護
お
よ
び
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
イ
ツ
が
、
焦
点
を
当
て
る
べ
き
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

●�

女
性
障
害
者
の
複
合
差
別

　

男
性
障
害
者
や
非
障
害
者
の
女
性
と

の
格
差
を
埋
め
る
た
め
の
諸
権
利
の
実

現
が
重
要
な
の
は
無
論
で
あ
る
が
、
こ

れ
だ
け
で
は
女
性
障
害
者
の
人
権
お
よ

び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享

有
は
実
現
し
な
い
。
障
害
者
権
利
委
員

会
が
指
摘
す
る
よ
う
に
女
性
障
害
者
に

対
す
る
複
合
差
別
が
存
在
す
る
か
ら
こ

そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
被
害
を
受
け

や
す
く
な
り
、
一
つ
一
つ
の
差
別
が
女

性
障
害
者
以
外
の
人
と
比
べ
て
よ
り
深

刻
に
な
り
や
す
い
。
複
合
差
別
は
単
に

複
数
の
差
別
が
蓄
積
的
に
重
な
っ
た
状

態
で
は
な
く
、
複
数
の
文
脈
の
な
か
で

ね
じ
れ
た
り
、
葛
藤
し
た
り
、
一
つ
の

差
別
が
他
の
差
別
を
強
化
し
た
り
、
補

償
し
た
り
す
る
複
雑
な
関
係
に
あ
る
と

い
わ
れ
る
（
参
考
文
献
①
）。　

　

女
性
で
あ
り
か
つ
障
害
者
で
あ
る
女

性
障
害
者
は
、
女
性
施
策
、
障
害
者
施

策
、
い
ず
れ
の
な
か
で
も
埋
没
し
、
そ

う
し
た
不
可
視
化
さ
れ
た
存
在
が
複
合

差
別
の
問
題
を
助
長
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
障
害
者
権
利
条

約
が
規
定
す
る
と
お
り
、
女
性
障
害
者

に
対
す
る
複
合
差
別
が
存
在
す
る
こ
と

を
ま
ず
認
識
、
可
視
化
し
、
そ
こ
か
ら

派
生
す
る
諸
問
題
を
的
確
に
把
握
し
、

対
処
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

以
下
、
各
国
編
に
お
い
て
、
わ
ず
か
な

が
ら
で
も
、
ア
ジ
ア
各
国
の
知
見
の
共

有
が
促
進
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
特
集
の
も
と
に
な
っ
た
研

究
成
果
は
、
小
林
昌
之
編
『
ア
ジ
ア
諸

国
の
女
性
障
害
者
と
複
合
差
別
―
―
人

権
確
立
の
観
点
か
ら
―
―
』（
ア
ジ
ア

経
済
研
究
所
）
と
し
て
、
二
〇
一
七
年

に
出
版
予
定
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
こ
ば
や
し　

ま
さ
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所　

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
注
》

⑴ 

一
般
的
意
見
第
三
号
（
二
〇
一
六
）

「
第
六
条
：
障
害
の
あ
る
女
子
」
は
、

二
〇
一
六
年
八
月
二
六
日
に
正
式
に

採
択
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
、
草
案
に

基
づ
く
。

《
参
考
文
献
》

① 

上
野
千
鶴
子
「
複
合
差
別
論
」（
井

上
俊
ほ
か
編
『
差
別
と
共
生
の
社
会

学
』
岩
波
講
座
・
現
代
社
会
学
第
一

五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）

二
〇
三
―
二
三
二
ペ
ー
ジ
。
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